
○草津市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱 

令和５年３月２４日 

告示第５７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、小学校就学の始期に達するまでの児童を養育する家庭で、保護者

の養育を支援することが特に必要と認められる家庭もしくは保護者に監護させるこ

とが不適当であると認められる家庭または出産後の養育について出産前において支

援を行うことが特に必要と認められる家庭（以下「要支援児童等家庭」という。）に

対してヘルパーを派遣し、家事、育児等に関する支援を行い、保護者の身体的、精神

的負担の軽減を図り、保護者の養育能力の向上、児童の健全な育成、虐待の未然防止

につなげるため、要支援児童等家庭へのヘルパー派遣の実施について、必要な事項を

定める。 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は草津市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人その他

事業目的の達成に資すると認める者（以下「委託事業者」という。）に委託して行う

ことができる。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、要支援児童等家庭への育児および家事に関する援助（以下「サ

ービス」という。）で、別表に掲げるものとする。 

（事業の実施等） 

第４条 市長は、要支援児童等家庭でヘルパー派遣が必要と認められた家庭における養

育者（以下「派遣対象者」という。）に対して派遣を決定する。 

２ 前項の決定にあたっては、関係機関が協議するものとする。 

３ 第１項により派遣を決定したときは、派遣対象者から養育支援ヘルパー派遣同意・

誓約書（別記様式第１号。以下「同意・誓約書」という。）の提出を求めるものとす

る。 

４ 前項の同意・誓約書が提出されたときは、派遣対象者に養育支援ヘルパー派遣（決

定・変更・取消）通知書（別記様式第２号。以下「派遣決定通知書」という。）によ

り派遣の決定を通知するものとする。 



５ 前項の派遣の決定について、内容を変更し、または決定を取り消す場合は、事前に

電話等により連絡を行い、派遣決定通知書により通知するものとする。 

（サービスの制限等） 

第５条 サービスを行う時間数は、１回のサービスにつき２時間以内とし、第４条第１

項に基づく１度の決定につき最大１０回までとする。 

２ サービスの回数は１日２回までとする。 

３ 前項に定めるもののほか、１日の合計サービス時間が２時間を超える場合には、そ

のつど協議し、第４条第１項に基づく決定につき合計サービス時間２０時間の範囲内

で１回の派遣時間を変更することができる。 

４ サービスの利用時間帯は、午前７時から午後７時までとする。ただし、市長が必要

と認めたときはこの限りでない。 

（委託料） 

第６条 市長は、委託によるヘルパーを派遣したときは、１時間当たり３，３００円を

当該委託事業者に支払うものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

サービス区分 内容 

１ 家事に関する

もの 

ア 食事の準備、片付け 

イ 衣類の洗濯、補修 

ウ 居室等の掃除、整理整頓 

エ 生活必需品の買い物 

オ 家事に関する簡易な相談助言 

カ その他必要と認める家事援助 

（庭木の手入れ、草むしりおよび屋外の清掃・整頓等を除く。） 

２ 育児に関する

もの 

ア 授乳、離乳食の準備および介助 

イ おむつ交換 



ウ もく浴介助 

エ 育児に関する簡易な相談助言 

オ その他必要と認める育児援助 

①対象児の兄弟姉妹（就学前）の育児 

②対象児の通院等の介助 

③母通院等における対象児の預かり 



 



 



 



別記様式第１号（第４条第３項関係） 

様式第２号（第４条第４項関係） 

 


